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この度の台風１９号により、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げると共に

被災された皆様方にお見舞いを申し上げます。一日も早い復興を衷 心
ちゅうしん

より願うばかりです。

台風１９号による豪雨は、佐久地域においても、河川の大氾濫や堤防の決壊により、想定外の被害をもたらしました。

今まで佐久地域は大きな災害もなく、安全安心の地域といわれていましたが、今回の甚大な被害により、佐久地域の

安全神話が根底から覆されてしまいました。行政から配信されている防災マップの再確認や事前の防災グッズの準備の

必要性に改めて気付かされました。こうした状況の中で被災者の方々の生活支援や応急復旧に係わる経費として

佐久市では 11 月 7 日付で 51 億 3,720 万円の補正予算を下記事業内容で、専決処分しました。

一般会計補正予算 として 35 億 7,070 万円

① 避難・復旧 対応経費        4,100 万円    避難所等運営経費、 災害廃棄物処理費                              
   災害見舞支援金、  被災者生活再建支援金、 災害弔慰金、

② 被災者生活支援経費      3 億 3,719 万円    災害援護資金貸付金、住宅等災害復旧支援経費、住宅供給等支援経費    
③ 公共施設の応急復旧                    農林業施設（農地・林道・農業用）、公共土木施設（道路・河川・公園等）    

等経費              31 億 6,991 万円    文教施設（保険体育・文化振興施設）、厚生労働施設（老人福祉施設）等     
④ その他災害対応経費     2,260 万円    水田再生緊急対策経費、簡易水道施設修繕経費、寄付金対応経費           

佐久市下水道事業特別会計として 16 億 250 万円

① 下水応急処理事業経費                 6,150 万円                                                         
② 処理施設災害応急復旧事業費      15 億 4,100 万円     佐久市下水道管理センター、塩名田水管橋          

12 月定例会では、更に被災した２００ヶ所以上のかんがい用水取水施設（頭首工）等の整備のための復旧費が補正予算

として上程されます。行政サイドには、スピード感を持って復興事業を展開していただく事を強く要望致します。

●活動報告

台風一過後、塩名田地区、御馬寄地区の床上浸水家屋、         

農耕地への土砂流入、矢島地区の用水路の氾濫、入の沢地区の

農耕地法面の崩壊等、浅科地区の被害状況を視察させていただきました。

私宛てに、一報いただきました皆様からの被害状況を取りまとめ、      

漏れの無いよう区長へ報告をさせていただきました。         

また、今回の台風で未曾有の被害をこうむってしまった             （塩名田地区、無残な下水管）

臼田の入沢地区を同会派の臼田の議員２名に案内していただき

所属する新緑会の全議員５名で被害状況を視察させていただきましたが、

谷川にかかった橋は流され、川沿いの道路は削りとられてしまい

想像を絶するような、惨状を目の当たりにしました。                                                      

地域の視察終了後は２０日から２日間、塩名田区長の号令の下、地区役員の皆様、

長野大学からのブラジル人留学生ボランティアの皆様と、

塩名田地区の床上浸水したお宅の災害ごみの撤去のお手伝いをさせていただきました。  (臼田入沢地区谷川
や が わ

沿い）

今回の災害につきまして、お気づきの点がございましたらご一報お願い申し上げます。早期復旧に向けて、

最善の努力をさせていただきます。

佐久市議会議員  議会報告

高 柳 ひろゆき 通信



●台風 19 号被害状況

り災証明書の交付区分

① 全壊       住家の損害割合 50％以上 住家流失 又は床上 1.8 メートル以上の浸水

② 大規模半壊    住家の損害割合 40％以上 床上１メートル以上 1.8 メートル未満の浸水

③ 半壊       住家の損害割合 20％以上 床上１メートル未満の浸水

④ 準半壊      床下・住家の損害割合 10～20％
⑤ 一部損壊     床下・住家の損害割合 10％未満

（１１月１５日現在）                           

  

地区   

り災証明の発行状況 浸水被害状況

全壊
大規模

半壊
半壊 準半壊

一部

損壊
床上浸水 床下浸水

浅間 0 1 2 0 2 4 19

野沢 1 0 17 7 14 21 180

中込 6 7 33 9 16 52 167

東 0 1 16 6 10 18 122

臼田 6 3 38 7 16 30 343

浅科 2 2 5 2 1 5 35

望月 2 0 3 3 1 4 69

計 17 14 114 34 60 134 935

  【農地・農業用施設】   ※その他（頭首工・橋梁等）  （１１月１２日現在）                                                

                                                   

●９月定例会では下記の質問をしました。

デマンドタクシーの利便性向上の取り組みについて

（高柳）昨年の 12 月定例会で、質問した浅科地区のデマンドタクシー利用について、行政として認識している答弁を

いただきましたが、その後の改善について伺います。

（山崎環境部長）浅科地区は、総合病院や大きなスーパーがないため、移動する場合は利用しづらいという意見をいただいて

います。現在、浅科地区の利便性向上に向け、バス及びタクシー会社と協議を重ねているところです。

運行日については、10 月 1 日より月曜日から金曜日までの週 5 日間で運行します。（各地域も同様実施）

今後も地域の声をお聴きし利便性の向上に努めてまいります。

（高柳）デマンドタクシーを利用して北循環エリア（佐久平駅、浅間総合病院、市役所等）へ行くには、現状利便性が悪く

免許を返納し、デマンドタクシーチケットを 22,000 円分いただいても、利用がままならないというご相談を頻繁に受けて

います。1 日も早く、エリアを超えてデマンドタクシーができる環境整備を強く要望します。

※その他の質問として、第 25 回参議院通常選挙における投票の検証と投票率の向上をめざして、

東京 2020 オリンピックパラリンピックに向けての 2 項目を質問しました。

浅科エリアから、12 月 2 日よりデマンドタクシーを利用して、

北循環エリアへの乗り入れが可能となります！                             

※今回の災害についてご意見は！！電話 0267-58-4367 携帯 090-4613-0021 へお願いします。

地区 田畑 農道 水路 ため池 ※その他 計

浅間 70 28 35 0 26 159

野沢 295 32 54 0 22 403

中込 145 21 44 2 40 252

東 146 19 35 0 64 263

臼田 189 55 30 2 61 337

浅科 80 8 21 2 25 136

望月 393 93 145 5 49 685

計 1,318 256 364 11 287 2,235


